
所得
段階

改正前
（令和３年度
～５年度）

改正後
（令和６年度
～８年度）

1 777 802
2 1,813 1,873
3 3,108 3,211
4 4,558 4,710
5 5,180 5,353
6 5,957 6,155
7 6,734 6,958
8 8,495 8,778
9 8,909 9,260
10 10,360 9,742
11 10,670 11,080
12 10,878 11,241
13    ― 12,044
14    ― 12,311
15    ― 12,579
16    ― 12,847

〈表１〉月額保険料（※） （単位：円） 　
納
付
さ
れ
た
保
険
料
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
で
す

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
は
、
利
用

者
が
一
部
負
担
し
、
残
り
を
介
護
保
険

料
と
国
・
県
・
市
の
公
費
で
賄
い
ま
す
。

市
の
高
齢
化
率
は
約
25
㌫
で
、
約
４
人

に
１
人
が
高
齢
者
で
す
。
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
介
護

保
険
料
は
見
直
し
の
た
び
に
上
昇
し
て

い
ま
す
。
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
に

安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ

う
、
介
護
保
険
料
を
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

被
保
険
者
は
40
歳
以
上
の
方

介
護
保
険
の
し
く
み
と

サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
料
を
見
直
し

介
護
保
険
料
の
増
額
と

所
得
区
分
の
細
分
化

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、
市

が
３
年
ご
と
に
見
直
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
〜
８
年
度
の
基
準
月
額
は

5
3
5
3
円
で
す
（
表
１
）。
所
得
に
応

じ
た
負
担
額
と
な
る
よ
う
、
所
得
段
階
を

４
段
階
増
や
し
て
16
段
階
に
し
ま
し
た
。

所
得
段
階
は
収
入
や
所
得
、
世
帯
全
員
の

住
民
税
課
税
状
況
に
よ
り
細
分
化
さ
れ
ま

す
。
今
年
度
の
介
護
保
険
料
は
、
６
月
中

　
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
人
が
保
険
料
を
納
め
て
被

保
険
者
と
な
り
、
介
護
や
支
援
が
必
要
に

な
っ
た
時
に
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る

制
度
で
す
（
表
２
）。
市
が
保
険
者
と
な

り
運
営
し
て
い
ま
す
。

市の介護保険
案内ページ

問
介
護
保
険
課
☎（
２
３
５
）４
９
５
２

 種　別  第１号
被保険者

第２号
被保険者

対象者 65歳以上 40歳～64歳

介護保険料
の徴収方法

65歳到達月分
から市が徴収
します

40歳到達月分から
医療保険料（税）に
含まれます

サービス
利用条件

要介護・
要支援状態

特定疾病による
要介護・要支援状態

〈表２〉被保険者の種別と利用条件

　制度の仕組みやサービス利用
方法などを掲載したパンフレット
「あったかいね！介護保険」を市ホー
ムページに掲載しているほか、介
護保険課で配布しています。令和
６年度版は6月から配布予定です。

もっと知りたい方へ

主
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

◆◆
訪
問
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）

な
ど
の
「
在
宅
サ
ー
ビ
ス
」

◆◆
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
「
施
設
サ
ー
ビ
ス
」

◆◆
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の

「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」

旬
に
発
送
す
る
通
知
書
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

  サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の

負
担
額
を
変
更

　

国
の
介
護
報
酬
改
定
に
伴
い
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
時
に
支
払
う
負

担
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。
金
額
は
サ
ー

ビ
ス
内
容
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
詳
細

は
、
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
順

相
談

　
お
住
ま
い
の
地
域
を
担
当
す

る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や

介
護
保
険
課
に
相
談
し
ま
す
。

要
介
護
・
要
支
援　

認
定
の
申
請

　
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
申
請
を
し
ま
す
。
65
歳
以
上

の
人
と
、
40
歳
〜
64
歳
で
特
定

疾
病
に
よ
り
介
護
や
支
援
が
必

要
な
人
が
申
請
で
き
ま
す
。

認
定
調
査

　
介
護
認
定
調
査
員
が
自
宅
な

ど
を
訪
問
し
、
心
身
の
状
態
な

ど
を
調
査
し
ま
す
。
主
治
医
に

疾
病
ま
た
は
負
傷
の
状
況
な
ど

に
つ
い
て
の
意
見
書
を
作
成
し

て
も
ら
い
ま
す
。

審
査
・
判
定

　
認
定
調
査
の
結
果
と
主
治
医

の
意
見
書
を
も
と
に
、
介
護
の

必
要
性
と
程
度
を
審
査
・
判
定

し
ま
す
。

認
定
・
通
知

介
護
を
必
要
と
す
る「
要
介

護
１
〜
５
」、
予
防
的
な
対
策

を
必
要
と
す
る「
要
支
援
１
・

２
」、「
非
該
当
」の
い
ず
れ
か

に
認
定
し
、
認
定
結
果
通
知
書

を
郵
送
し
ま
す
。

ケ
ア
プ
ラ
ン
の

作
成

　
認
定
結
果
を
も
と
に
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
が
本
人
や
家

族
と
話
し
合
い
ケ
ア
プ
ラ
ン
を

作
成
し
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
開
始

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
の
結

果
に
よ
り
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
が
異
な
り
ま
す
。
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※年額保険料を12月で割った額で、１回あた
りの支払い額とは異なります。

▲基
準
額

23 広報えびな2024年５月1日号広報えびな2024年５月1日号




